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動車を運転中、被害者に自車を衝突させ、同人を右前

方約44. 6m地点の歩道上にはね飛ばして転倒させ、

同人に多発外傷等の傷害を負わせる交通事故を起こし

た。

（2）被告人は、フロントガラスがくもの巣状にひび

割れたことから、 自車を人に衝突させたと思い、衝突

地点から約95. 5m先で自車を停止させて降車し、

衝突現場付近に向かった。

（3）被告人は、午後10時8分頃、衝突現場付近で

靴や靴下を発見し、その後約3分間、付近を捜したが、

被害者を発見することはできなかった。その間に、被

告人は、通行人から救急車を呼んだかと聞かれたが、

所持していた携帯電話で警察や消防に通報をすること

はなかった。

（4）被告人は、午後10時11分頃、自車まで戻り、

ハザードランプを点灯させた後、運転前に飲酒してい

たため酒臭を消すものを買おうと考え、 自車の停止位

置から、衝突現場とは反対方向にあり、約50. 1m

の距離にあるコンビニエンスストアに赴いて口臭防止

用品を購入し、午後10時13分頃､､これを摂取して、

衝突現場方向に向かった。

（5） その頃、通行人が、歩道上に倒れていた被害者

を発見して、午後10時14分頃、 110番通報をし、

その通報がされている間に、被告人も、被害者の元に

駆け寄って、人工呼吸をするなどした。

第2第1審判決及び原判決の要旨

1 第1審判決は、道路交通法（令和4年法律第3

2号による改正前のもの。以下同じ。 ） 72条1項前

段、後段が救護義務及び報告義務を直ちに尽くすよう

命じているのは、運転者が救護等の措置以外の行為に

及ぶことによって救護等の措置を遅延させることは許

されないという意味に解されるとした上で、被告人が、

事故後すぐに衝突現場に戻ったものの、被害者を発見

できないまま、警察官に飲酒運転の事実が発覚するこ

とを恐れて、コンビニエンスストアに赴いて口臭防止

用品を購入、摂取するという、救謹等の義務を尽くす

ことと対極の行動を優先させた時点で、救護義務及び

報告義務の履行と相いれない状態に至ったとみるべき

であり、それによって救護等の措置を遅延させたとし

て、直ちに救護等の措置を講じなかったと認め、被告

人を懲役6月に処した。

2 これに対し、被告人が控訴し、法令適用の誤り

等を主張したところ、原判決は、被告人は事故後直ち

に自車を停止させて被害者の捜索を開始しており、 自

車まで戻ってハザードランプを点灯させたことも危険

防止義務を履行したものと評価でき、コンビニエンス

ストアに赴いて口臭防止用品を購入、摂取したことは、

被害者の捜索や救護のための行為ではないものの、こ

裁判例

刑事

◎1 道路交通法（令和4年法律第32号によ

る改正前のもの） 72条1項前段の義

務を尽くしたといえる場合

道路交通法（令和4年法律第32号によ

る改正前のもの） 72条1項前段の義

務に違反したとされた事例

2

件名道路交通法違反被告事件

最高裁判所令和5年（あ）第1285号

令和7年2月7日第二小法廷判決破棄自判

被告人甲

原審東京高等裁判所

主 文

原判決を破棄する。

本件控訴を棄却する。

理 由

検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事

案を異にする判例を引用するものであって、本件に適

切でなく、その余は､単なる法令違反の主張であって、

刑訴法405条の上告理由に当たらない。

しかしながら、所論に鑑み、職権をもって調査する

と、原判決は、刑訴法411条1号により破棄を免れ

ない。その理由は、以下のとおりである。

第1事案の概要

1第1審判決が認定した犯罪事実の要旨は、 「被

告人は、平成27年3月23日午後10時7分頃、長

野県佐久市内の交通整理の行われていない交差点にお

いて、普通乗用自動車を運転中、被害者（当時15歳）

に自車を衝突させて、同人を右前方約44. 6m地点

の歩道上にはね飛ばして転倒させ、同人に多発外傷等

の傷害を負わせる交通事故を起こし、もって自己の運

転に起因して人に傷害を負わせたところ、その後すぐﾞ

に車両の運転を停止したものの、直ちに救護措置を講

じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定

める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告し

なかった。 」 というものである。

2第1審判決の認定及び記録によれば、本件の事

実関係は次のとおりである。

（1）被告人は、平成27年3月23日午後10時7

分頃（以下、時間のみを記載しているものは同日の時

間である。 ） 、長野県佐久市内において、普通乗用自
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3 よって、刑訴法411条1号により原判決を破

棄することとし、以上の検討によれば、救護義務違反

及び報告義務違反の各罪の成立を認めた第1審判決の

判断は、その結論において是認することができ、また、

訴訟記録に基づいて検討すると、被告人のその余の控

訴趣意もいずれも理由がなく、第1審判決はこれを維

持するのが相当であるから、同法413条ただし書、

414条、 396条により被告人の控訴を棄却するこ

ととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決

する。

検察官佐久間佳枝公判出席

(裁判長裁判官岡村和美裁判官三浦守裁判官

草野耕一裁判官尾島明）

れらの行為に要した時間は1分余りで、そのための移

動距離も50m程度にとどまっており、その後直ちに

衝突現場方向に向かい、被害者が発見されると駆け寄っ

て人工呼吸をするなどしていたことに照らすと、被告

人は一貫して救誰義務を履行する意思を保持し続けて

いたと認められ、このような事故後の被告人の行動を

全体的に考察すると、人の生命、身体の一般的な保護

という救護義務の目的の達成と相いれない状態に至っ

たとみることはできないとして、救護義務違反の罪の

成立を否定した上で、第1審判決を法令適用の誤りを

理由に破棄し、その場合､報告義務違反の点について
は既に公訴時効が完成しているとして、被告人に対し

て無罪を言い渡した。

第3 当裁判所の判断‘

しかしながら､原判決の前記判断は是認することが｜
できない。その理由は、以下のとおりである。

1道路交通法72条1項前段は、車両等の交通に

よる事故の発生に際し、被害を受けた者の生命、身体、

財産を保護するとともに、交通事故に基づく被害の拡，

實殻菫偽鱸駕篭駕辨霧｜
うな同項前段の趣旨及び保誰法益に照らすと、交涌事’

したしいうため_には‐直ちに車両等の琿転存停止して．

及びう首路

券臨機に識ずろにおけ

こと存要すると解するのが相当である~

2前記第1の2の事実関係によれば、轆告人は、

轆害者に重篤な傷害存負わ廿弁可能'件の高い泰涌事故

左記こ1/‐ 自重券停I卜太ぜて補害者浄榑した*､のの率

見できなかったのであるから‐ 弓|麦続き純害者の率貝一

救誰に向けた搭置存識ずろ泌専があったしいえるのに、

これと無関係な胃物のだめにコンビニェンススI､アに

斜いており 雪孜足ぴ現場の状塀‘等に応13 負傷者の

救誰等のだあ慨専な搭清存臨機に識じなかった*､のど

いえその時点で菅路交涌法72条1項前段の義務に

違反したル認められろ．原判決は、本件において、救

護義務違反の罪が成立するためには救護義務の目的の

達成と相いれない状態に至ったことが必要であるとい

う解釈を前提として、被害者を発見できていない状況

に応じてどのような措置を臨機に識ずることが求めら

れていたかという観点からの具体的な検討を欠き、コ

ンビニエンスストアに赴いた後の被告人の行動も含め

全体的に考察した結果、救護義務違反の罪の成立を否

定したものであり、このような原判決の判断には、法

令の解釈適用を誤った違法があり、これが判決に影響

を及ぼすことは明らかで、原判決を破棄しなければ著

しく正義に反すると認められる。
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記事

◎高齢者叙勲

別紙「高齢者叙勲」のとおり

◎叙位・叙勲（12月分、死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和6年12月、死亡者のみ） 」

のとおり

◎人事異動

長崎地方・家庭裁判所判事補

大阪地方・家庭裁判所判事補 薮野拓輝

(2月5日）

依願退官

神戸地方・家庭裁判所尼崎支部判事兼

神戸地方・家庭裁判所柏原支部判事 大薮和男

（2月12日）

定年退官

東京高等裁判所判事 松井英隆

（2月14日）

東京高等裁判所判事

知的財産高等裁判所判事 宮坂昌利

知的財産高等裁判所判事

東京高等裁判所判事 増田稔

東京高等裁判所判事

大阪高等裁判所判事 東亜由美

（以上2月15日）

3
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高 裁判所通達最

《最高裁判所事務総局等の組織通達、職制の実施通達

及び下級裁判所事務局等の組織通達の改正について》

「最高裁判所事務総局等の組織について」 、 「職制

の実施について」及び「下級裁判所の事務局等の組織

について」の各通達が改正されました。

これらの通達改正は、最高裁判所事務総局及び下級

裁判所の事務局における事務の適正かつ円滑な運営を

図るための所要の整備を行ったものであり、同改正に

関するお知らせは「圃最高裁事務総局分課規程及び最

高裁事務総局等職制規程等が改正されました」に掲載

のとおりです。
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◎
刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（
令
和
七
年
二
月
一
二
日
公
布
最
商
裁
判
所
規
則
第
三
号
）

標
記
の
規
則
（
令
和
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）
が
、
令
和
七
年
二
月
十
二
日
に
公

布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
伴
い
、
懲
役
及
び
禁
鋼
が
廃
止
さ
れ
拘
禁
刑
が
創
設
さ

れ
る
こ
と
に
関
し
、
関
係
規
定
の
整
理
を
行
う
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
六
月
一
旦
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。（
規
則
の
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

◎
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

標
記
の
規
則
（
令
和
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）
が
、
令
和
七
年
二
月
十
二
日
に
公

布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
出
国
制
限
等
に
関
す
る
手
続
に
つ

い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

《
刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

《
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

規
則
Ⅱ
別
添
２
の
と
お
り

規
則
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

最
高
裁
判
所
規

（
令
和
七
年
二
月
一
二
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）

則

◎
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

（
令
和
七
年
一
月
二
九
日
最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

◎
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
令
和
七
年
一
月
二
四
日
公
布
政
令
第
一
三
号
）

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
が
制
定
さ
れ
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
規
程
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
お
け
る
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る

た
め
、
経
理
局
、
民
事
局
及
び
行
政
局
の
態
勢
見
直
し
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
っ
た
も
の

で
す
。内

閣
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四

十
八
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
三
月

一
日
と
す
る
。

《
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
》

規
程
Ⅱ
別
添
３
の
と
お
り

政

最
高
裁
判
所
規
程令
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(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和6年12月、死亡者のみ）

宇城簡易裁判所判事 松本和秀 12．16

従四位

瑞小

元藤沢簡易裁判所判事 岩澤義輝 12． 16

従四位

名古屋地方・家庭裁判所調停委員 近藤泰典 12．24

瑞単

東京簡易裁判所主任書記官 藤目 賢 一 12．25

従五位

瑞双

元日本弁護士連合会理事 石川浩三 12．28

従五位

松江地方裁判所浜田支部主任書記官兼庶務課長 細木 透 12．31

正六位

瑞双



裁判所時報第1857号別添1

◎
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号

刑
事
瞬
舩
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
十
二
日

最
高
裁
判
所

刑
事
斫
舩
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

刑
事
訴
舩
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
亜
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
鹸
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

一

目
次

［
第
一
綱
略
］

第
二
編
第
一
審

［
第
一
軍
・
第
二
章
略
］

第
三
章
公
判

〔
第
一
節
～
第
三
節
略
〕

第
四
節
公
判
の
裁
判
（
第
二
百
十
八
条
Ｉ
調
割
引

旬
１
コ
刈
引
剰
刎
叫
到
。
）

第
四
章
即
決
栽
判
手
続

第
一
節
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
（
潮
イ
ヨ
引
斗

Ｈ
刊
副
詞
劇
冊
呵
「
Ｉ
調
イ
コ
ヨ
斗
椚
斗
司
科
呵

Ｈ
利
‐
）

踊
二
節
公
判
峨
備
及
び
公
判
手
続
の
特
例
（
剰

目
次

［
節
一
編
同
上
］

第
二
編
［
同
上
］

［
第
一
章
・
第
二
章
同
上
〕

第
三
章
［
同
上
］

〔
第
一
節
～
第
三
節
同
上
］

第
四
節
公
判
の
裁
判
（
第
二
百
十
八
条
Ｉ
荊
剖
斗

司
イ
コ
剖
斗
須
刎
叫
川
）

第
四
章
［
同
上
］

第
一
節
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
（
剰
訓
ヨ
ヨ
ヨ

刑
引
「
銅
剣
叫
川
「
ｌ
荊
訓
ヨ
引
斗
Ｈ
イ
コ
詞
呵

Ｈ
ゴ
コ

第
二
節
公
判
竃
備
及
び
公
判
手
続
の
特
例
（
矧

一
一

1■■■■

i' ！
1

ゴ
乱
．
引
制
ゴ
型
創
刊
河
判
ｌ
潮
イ
ヨ
副
剴
何

コ
裂
剰
刺
．
Ｈ
剖
叫
）

〔
第
三
幅
～
第
六
綱
略
〕

第
七
編
裁
判
の
執
行
（
剰
訓
ヨ
引
刈
冊
、
副
創
割
引
’
第

二
百
九
十
五
条
の
十
一
）

［
第
八
編
略
］

附
則

Ｊ
劇
劉
團
割
倒
剥
矧
珂
倒
剖
判
別
引
網
耐
『
劃
刎
討
当
痢
判
刺
ｊ
剖
画

潮
ゴ
ヨ
司
刺
コ
コ
引
剰
刎
渕
副
劃
１fll

〔
新
殿
］

［
新
設
］

［
新
股
〕

。
司
引
引
刑
ゴ
割
創
刊
可
叫
ｌ
珊
ゴ
刮
司
剴
珂

。
‐
蝸
刎
斗
剴
可
引
）

［
節
三
田
～
第
六
綱
同
上
］

第
七
編
裁
判
の
執
行
（
鋼
ゴ
酎
副
判
打
刻
引
網
’
第
二
百

九
十
五
条
の
十
一
）

［
第
八
縞
同
上
］

附
則

四 三

改
正
後

改
正
前



||職 I ’ ’
ー

え
て
準
用
す
る

ロ
を
全

」
と
す
る

魂

一
、

冬
タ
グ 五

11’
61
到 イ

l l’
『声
0世 の

氏
弔
、
年

回
に
お
い
｝

届こ
れ
ら
の の

鋼
到
計
画
訓
司
河
イ
コ
詞
刎
刷
割
～
麺
到
ゴ
副
ゴ
Ｊ
型
斗
剥
釧
別
判

八 七

扁

同



路
〕（

準
用
規
定
・
法
第
三
百
五
十
条
）

潮
イ
コ
副
ゴ
ｕ
則
引
剥
刎
判
到
司
法
第
一
↑
一
百
五
十
条
の
鮪
求
に

つ
い
て
は
、
荊
引
．
剛
．
判
到
引
網
刎
訓
匂
、
痢
訓
「
司
ゴ
Ｊ
刈
引

須
刎
汕
制
測
閏
及
び
剰
訓
コ
則
．
Ｊ
剖
引
剰
刎
判
川
「
の
規
定
を

姻
用
す
る
。

鋼
到
司
司
訓
司
河
ゴ
剖
剰
刈
刊
刺
『
～
詞
到
「
司
刊
刊
河
ゴ
副
創
刊
．
４
割
“

［
略
］

剖
制
制
当
痢
刺
封
渕
呵
飼
圃
割
割
門
川
剖
矧
罰
叫
司
州
判
打
四
劉
剰
判

到
剰
到
Ｉ

III'職
1

上
］（

準
用
規
定
・
法
第
三
百
五
十
条
）

剰
訓
副
副
引
何
コ
割
創
刊
河
法
第
三
百
五
十
条
の
餉
求
に
つ

い
て
は
、
瀬
引
ヨ
ョ
引
刑
引
司
詞
刎
刺
司
瀬
引
ヨ
副
剖
Ｈ
引
司
稠

刎
釧
剴
叫
閏
及
び
潮
訓
。
引
．
判
斗
引
鍋
刷
引
Ｎ
の
規
定
を
躯
用

す
る
。

釦
到
司
司
訓
司
制
イ
コ
剰
刎
型
１
可
～
詞
到
「
司
訓
司
河
ゴ
型
到
呵
ゴ
ｕ
１
可

［
同
上
］

［
新
股
〕

○ 九

！

| ⅢI|＃
到
濁
叫
刺
馴
到
剃
劉
刎
創
釧
洲
制
割
利
引
ゴ
剖
剖
矧

瑚
引
剖
剖
司
州

’
［
新
設
］

〔
断
股
］

一
一
一

一
一



|
l;

ドI： |I | ’
前
段
に
係
る
部
分
に
限
る

え
る
も
の
と
す
る

四

ノ

に

〔
新
股
］

［
新
設
］

一
一
一
一四

■ ’
督
一
調
一
割

割
瞳
さ
れ
て
い
る
者
を

』

I
州

柵I城
判
長
の
同
意
を
符
て

卿剛 ＃
こ
と
が

〔
新
股
］

五

一
一
ハ



|F℃I
ま

‘！
:i

調

吟
第
四

四の
規
定
は

い

る

同
表
の

［
新
設
］

一

七
一
八

ノ

ヨ

二

○
一
九

第
八
十
五
条
の

：
銅
伍
さ
れ
て
い

… 詞
松
因
さ
れ
て
い

割臘
さ
れ
て
い 灘
刻 噸

に
お
い
て
鮒

四
条
の
八
第
二 ；



邸
〔
新
股
］

一
一
一
一

一
一
一

職’
一
一
一
一
一

二

四



§

一
一
一
ハ

二

五

附
則

こ
の
規
則
は
、
刑
事
所
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
｝
附
則
鋪
一
条
節
六
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
七

同一

備

最
商
数
判
所
畏
官
今
崎
幸
彦二

八

第
七
十
六
条
節

副朝
十
四
条
節

げ
る
と
き
を
除

… ；
含
む
‐
）
に
お…

罫
に
主
↓
て
節…

卵
四
百
四
条
（… 調

割

；
条
に
窮
し
て
鞭…
怯
第
四
百
十
四

第
四
百
四
条
｛

拙
釘
一
二
盾
匹
十

；
決
定
を
受
け
た

封 の
規
定
に
よ
る

九
十
四
条
の
三

考
表
中
の
［
］
の
記
戦
及
び
対
象
規
定
の
二
Ⅲ
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。



裁判所時報第1857号別添2

◎
最
高
裁
判
所
規
則
筋
三
号

刑
事
斫
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
二
月
十
二
日

最
高
絞
判
所

刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
刑
事
解
難
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
刑
事
瞬
舩
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
砺
裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

－

第
三
十
六
条
検
察
官
の
執
行
指
揮
を
要
す
る
裁
判
を
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
鮫
判
書
又
は
鮫
判
を
記
戦
し
た

調
書
の
勝
本
又
は
抄
本
を
検
察
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
．
矧
判
Ｈ
ｕ
、
特
別
の
詞
‐
呵
の
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
し
た
抄
本
が
第
五
十
七
条

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
判
決
沓
又
は

判
決
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
揃
鋼
罰
刎
の
執
行
指
揮

に
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
適
判
刈
剃
Ｈ
、
そ
の
判

決
書
又
は
判
決
を
記
較
し
た
綱
寄
の
抄
本
で
罪
と
な
る

べ
き
事
実
を
記
載
し
た
も
の
を
検
察
官
に
廻
送
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
楜
銅
覇
測
以
ｔ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
被
告
人
の
収
容
手

－

第
三
十
六
条
検
察
官
の
執
行
指
揮
を
要
す
る
裁
判
を
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
故
判
書
又
は
栽
判
を
記
載
し
た

飼
書
の
騰
本
又
は
抄
本
を
検
察
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
個
釧
ｕ
、
特
別
の
週
‘
の
あ
る
襲
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
し
た
抄
本
が
第
五
十
七
条

節
二
項
か
ら
節
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
判
決
香
又
は

判
決
を
記
載
し
た
調
書
の
抄
本
で
憩
割
割
判
圃
遡
『
函
制
削
燗

の
執
行
柑
揮
に
必
要
な
も
の
寺
あ
る
と
き
は
、
打
剖
刊
矧

洲
仙
Ｈ
、
そ
の
判
決
書
又
は
判
決
を
配
載
し
た
鯛
啓
の
抄

本
で
罪
と
な
る
ぺ
き
事
実
を
記
載
し
た
も
の
を
検
察
官

に
過
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鯛
制
頃
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
被
告
人
の
収
容
手
続

一
一

な
い
。
制
剖
引
叫
、
被
告
人
に
弁
護
人
が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
弁
護
人
の
な
い
事
件
の
処
置
・
法
第
二
百
八
十
九
条

等
）

第
百
七
十
八
条
絞
判
所
は
、
公
斫
の
提
起
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
彼
告
人
に
弁
感
人
が
な
い
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
被
告
人
に
対
し
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長

期
三
年
を
超
え
る
拘
潤
ヨ
棚
回
劃
副
剴
到
亭
件
に
つ
い
て
は

、
弁
鰻
人
を
選
任
す
る
か
ど
う
か
を
、
そ
の
他
の
蛎
件

に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
弁
鰻
人

の
週
任
を
諭
求
す
る
か
ど
う
か
を
砺
刊
珊
瑚
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
２
．
３
略
］

続
・
法
飾
三
百
四
十
言
条
、
第
九
十
八
条
等
）

鋪
九
十
二
条
の
二
［
略
］

［
２
略
］

（
弁
隈
人
選
任
に
関
す
る
通
知
・
法
飾
二
百
七
十
二
条

等
）

第
百
七
十
七
条
救
判
所
は
、
公
訴
の
提
起
が
あ
っ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
被
告
人
に
対
し
、
弁
鰻
人
を
選
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
貧
困
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
弁
磯
人
を
避
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
弁
腰

人
の
選
任
を
舗
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
園
刈
珊
．
死

刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
を
超
え
る
湖
●
鋼
制
制
引

剖
剖
制
旬
事
件
に
つ
い
て
は
、
弁
磯
人
が
な
け
れ
ば
閲
廷

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
も
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
側
刈
則
、
被
告
人
に
弁
護
人
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

｛
弁
硬
人
の
な
い
事
件
の
処
旺
・
法
第
二
百
八
十
九
条

等
）

節
百
七
十
八
条
栽
判
所
は
、
公
師
の
提
起
が
あ
っ
た
鯛

合
に
お
い
て
被
告
人
に
弁
護
人
が
な
い
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
被
告
人
に
対
し
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長

．
法
第
二
百
四
十
三
条
、
第
九
十
八
条
等
）

第
九
十
二
条
の
二
［
同
上
〕

［
２
同
上
］

（
弁
鰻
人
選
任
に
閲
す
る
通
知
・
法
鯆
二
百
七
十
二
条

等
）

第
百
七
十
七
条
叙
判
所
は
、
公
翫
の
提
起
が
あ
っ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
被
告
人
に
対
し
、
弁
磯
人
を
避
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
貧
困
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
弁
硬
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
弁
腰

人
の
選
任
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
州
，
、
死
刑

又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
を
超
え
る
廻
矧
劃
刊
別
叫

剛
型
瑠
餌
回
測
副
罰
到
事
件
に
つ
い
て
は
、
弁
護
人
が
な
け

れ
ば
開
廷
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
も
知
ら
せ
な
け

に
つ
い
て
は
、
弁
護
人
を
選
任
す
る
か
ど
う
か
を
、
そ

の
他
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
弁
謹
人
の
選
任
を
請
求
す
る
か
ど
う
か
を
刑
捌
叩
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
．
３
同
上
］

期
三
年
を
超
え
る

四 三

事
件

改
正
後

改
正
前



（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
虹
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
審
判
の
手
続
等
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
心
神
寅
失
等
の
状
態
で
盟
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
笄
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
審
判
の
手
続
等

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（
弁
膜
人
選
任
に
関
す
る
通
知
・
法
第
三
百
五
十
条
の

二
十
三
）

第
完
百
二
十
二
条
の
十
九
裁
判
所
は
、
死
刑
又
は
無
期

若
し
く
は
長
期
三
年
を
超
え
る
捌
鋼
剰
刎
に
当
た
る
事
件

以
外
の
事
件
に
つ
い
て
、
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
が

あ
っ
た
と
き
は
、
第
百
七
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
遅
滞
な
く
、
被
告
人
に
対
し
、
弁
護
人
を
選
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
貧
困
そ
の
他
の
砺
由
に
よ
り

弁
硬
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
弁
襲
人

の
選
任
を
舗
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
ほ
か
、
弁
腫

人
が
な
け
れ
ば
法
第
三
百
五
十
条
の
二
十
二
の
手
続
を

行
う
公
判
期
日
及
び
即
決
裁
判
手
続
に
よ
る
公
判
期
日

を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
も
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な

（
弁
瞳
人
選
任
に
関
す
る
通
知
・
法
第
三
百
五
十
条
の

二
十
三
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
九
裁
判
所
は
、
死
刑
又
は
無
期

若
し
く
は
長
期
三
年
を
超
え
る
姻
詞
凶
笥
川
副
馴
圃
剖
詞
燗
に

当
た
る
事
件
以
外
の
事
件
に
つ
い
て
、
即
決
裁
判
手
続

の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
鋪
百
七
十
七
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
遅
滞
な
く
、
被
告
人
に
対
し
、
弁
護

人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
貧
困
そ
の
他
の

事
由
に
よ
り
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
弁
護
人
の
避
任
を
舗
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

ほ
か
、
弁
腰
人
が
な
け
れ
ば
法
第
三
百
五
十
条
の
二
十

二
の
手
銃
を
行
う
公
判
期
日
及
び
即
決
裁
判
手
続
に
よ

る
公
判
期
日
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
も
知
ら
せ

五六

－
－

（
司
法
委
員
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
司
法
委
員
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
・

次
の
波
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
彼
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
侮

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
遥
定
委
貝
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
鑑
定
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
仙
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
一

山
・
法
第
十
五
条
）
一
由
・
法
第
十
五
条
）

〔
二
・
三
略
］
一
〔
二
．
三
同
上
〕

オ
リ
α
名
猩

睡
陰
与
側
と
‐

改
正
後

改
正
後

改
硬
前

改
正
航

七八

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
ぞ
あ
る
。

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

備
考
表
中
の
〔
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

第
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
骸
当
す
る
者
は
、
こ

れ
を
司
法
委
貝
と
な
る
べ
き
者
に
選
任
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

一
楜
剃
詞
墹
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

「
二
～
四
略
］

第
二
条
［
同
上
］

一
鯛
討
零
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

「
二
～
四
同
上
一



癖
五
条
】

正
す
る
。

（
専
門
委
員
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
専
門
委
員
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
．
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

一
一
一

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
民
事
副
停
委
貝
及
び
家
車
測
停
委
員
規
則
の
一
部
改
正
）

一
条
民
事
鯛
停
委
員
及
び
家
事
潤
停
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
最
砺
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

○ 九

第
七
条
労
働
審
判
員
規
則
（
平
成
十
七
年
最
高
栽
判
所
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

（
参
与
員
規
則
の
一
郁
改
正
）

第
八
条
参
与
貝
規
則
（
昭
和
一
・
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
節
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

欲
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
掴
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
労
働
審
判
貝
規
則
の
一
部
改
正
）

一
一

一
一
一

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
欠
格
事
由
〉

第
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
被
当
す
る
者
は
、
民

事
閲
停
委
員
又
は
家
率
副
停
委
員
に
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

一
楜
醐
謂
測
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

［
二
～
五
略
］

（
欠
格
珈
巾
）

節
二
条
［
同
上
］

一
鯛
剖
瑚
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

［
二
～
五
同
上
］

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
［
］
の
記
較
は
注
記
で
あ
る
。

（
選
任
の
不
適
格
事
由
）

鋪
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
肱
当
す
る
者
は
、
姪

定
委
風
と
な
る
べ
き
者
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

一
糊
綱
謝
墹
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

戸

二

・

畠二

略
一

（
適
任
の
不
適
格
事
由
）

節
二
条
［
同
上
］

一
鋼
剛
『
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

〔
二
・
三
同
上
］

伽
考
表
中
の
［
］
の
記
戦
は
注
記
で
あ
る
．

（
欠
格
事
由
）

第
二
条
吹
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
専

門
委
貝
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
制
製
調
刈
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

［
二
～
五
略
〕

（
欠
格
事
由
）

第
二
条
［
同
上
］

一
鯛
詞
函
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

［
二
～
五
同
上
］

改
正
後

改
正
前

伽
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
配
で
あ
る
。

（
欠
格
事
由
）

第
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
談
当
す
る
者
は
、
労

鋤
審
判
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
糊
網
薊
燗
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

［
二
～
四
略
〕

（
欠
格
事
由
）

第
二
条
［
同
上
］

一
鯛
制
野
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
巷

［
二
～
四
同
上
］

改
正
後

改
正
前



（
裁
判
官
の
報
鯛
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

［
一
略
］
｜
官
同
上
］

基
掘
日
嗣
一
価
月
以
内
又
は
刑
節
目

平
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で

し
た
肴
で
．
そ
の
退
職
し
た
日
か
ら
当

Ｏ
Ｉ
Ｉ
１
４

谷
号
の
基
醜
円

\ 似

一 α

X 名
〕 号
ヨ ”

鰯
型
二
週
銀
旧
前
一
摺

坦
職
準
日
に
対
応
す
る

同
の
し
た
者
即
で
、
そ
の

Ｆ
Ｊ
に
舟

同
の
ユ
削
日

一
一
一
一

一

四

遡
圃

【
岡
の

前
日
ま
で
の
間
に
糊
捌
矧
棚
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

も
の

三
次
条
飾
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を

一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
咳
処
分
を

取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
．
）
で
、
そ
の
者
の
在
職

期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
銅
覇
測
以

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

第
十
四
条
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
裁
判
官
で
当
砿
支
給

日
の
前
日
ま
で
に
退
職
し
た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
麟
当
す
る
場
合
は
、
当
醸
期
末
手
当
の
支
給
を

一
時
達
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
退
職
し
た
日
か
ら
当
餓
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
問

腱
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
て
、
そ
の
椅
が
起
解
（
当
砿
起
解
に
係
る

犯
罪
に
つ
い
て
湖
剥
謝
墹
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い

る
も
の
に
限
り
、
刑
事
解
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
三
十
一
号
〉
第
六
編
に
規
定
す
る
略
式
手
統

に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
・
）

を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合

［
二
略
］

［
２
略
］

３
般
高
裁
判
所
長
官
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
餓
当
す
る
に
至
っ
た
鳴
合
に

は
、
速
や
か
に
当
麟
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
骸
当
す
る
場
合

前
日
ま
で
の
間
に
鯛
型
墹
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も

の
三
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を

一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
咳
処
分
を

取
り
滴
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職

期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
駆
事
件
に
関
し
鯛
］
瑠
以
ｋ

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

鋪
十
四
条
〔
同
上
］

に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
翫
（
当
骸
起
訴
に
係
る

犯
罪
に
つ
い
て
鯛
昌
璃
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
に
限
り
、
刑
廟
師
舩
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
三
十
一
号
）
第
六
綱
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に

よ
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
｝
を

さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合

［
二
同
上
］

［
２
同
ｋ
］

３
［
同
上
］

一
退
職
し
た
日
か
ら
当
麟
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間

一
五

一
一
ハ

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

第
二
条
吹
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
砿
当
す
る
者
は
、
こ

れ
を
参
与
貝
と
な
る
べ
き
者
に
逓
任
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

｜
揃
綱
覇
測
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

［
二
～
四
略
］

第
二
条
〔
同
上
］

一
鍋
制
野
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

［
二
～
四
同
上
］

改
正
後

改
正
的

改
正
後

改
正
前



（
裁
判
所
職
風
退
職
手
当
審
査
会
規
則
の
一
部
改
正
）

●

節
十
条
裁
判
所
職
貝
退
職
手
当
審
査
会
規
則
（
平
成
二
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

》
（
》
回

次
の
変
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

［
４
～
６
略
］
｜
［
４
～
６
同
上
］

［
二
・
三
略
］
｜
〔
二
・
三
同
上
］

〔
三
略
］
一
［
三
同
上
］

冒
略
］
｜
〔
一
同
上
］

長
及
ひ
委
倒
は
、
欲
②
各
号
欲

８
生
可
を
命
、
て
ま
、
王
壬
巾
、

Ⅷ
こ
れ
を
酌

卿
ら
か
に
辰

囲
一
胤
豊
川

畢
事
件
に
曲

。
い
』
Ⅱ
刀
與
刀

一

七
一
人

（
蚊
判
所
職
貝
再
就
職
等
監
視
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
裁
判
所
職
員
再
就
感
等
監
視
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
裁
判
所
職
興
倫
理
審
査
会
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
裁
判
所
職
員
倫
理
審
査
会
規
則
（
平
成
十
二
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
航
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
条
要
目
艮
及
ひ
義
個
圃
沙
α
名
昌
ぴ

こ
笈
当
す
る
恩
堅
．
を
余
八
て
ま
、
笠
壬
や
、

（
身
分
保
障
）
一
（
身
分
保
障
）

［
一
略
］
｜
［
一
同
上
〕

二

○

一
九

備
考
漫
中
の
［
］
の
記
戦
は
注
記
で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前

伽
考
表
中
の
［
］
の
記
戦
は
注
記
で
あ
る
．

改
正
後

改
正
前
．

倫
考
変
中
の
〔
］
の
記
戦
は
注
記
で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前



（
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

節
十
三
条
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
哉
判
所
規
則
第
卜
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
事
斫
舩
規
則
節
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
項

第
一
条
こ
の
皿

改
正
法
」
し
罠

（
経
過
描
匝
）

（
施
行
期
日
〉

条
こ
の
規
則
は
、

｝
正
法
」
と
い
う
。
〉

［
三
略
〕
｜
［
三
同
上
］

［
一
略
］
’
百
同
上
］

附
則

改
正
後

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
。
次
条
に
お
い
て
「
刑
法
等
一
部

の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
大
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
前

一
一
一

一
一
一
一

の
規
定
に
よ
り
送
付
し
た
抄
本
が
刑
事
餌
舩
規
則
第
五
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
判
決
書
又
は
判
決

を
記
載
し
た
岡
書
の
抄
本
で
刑
法
等
一
部
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懸
役
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
態
役

」
と
い
う
。
）
又
は
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
姻
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
禁
鯛
」
と
い
う
。
）
の
刑
の
執
行
指

揮
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
斫
舩
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
刑
砺
所

詮
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
感
役
又
は
禁
鋼
の
刑
の
執
行
指
揮
は
、
そ
れ
ぞ

れ
拘
禁
刑
の
執
行
指
揮
と
み
な
す
．

２
刑
法
等
一
部
改
正
法
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
駐
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

四
年
法
律
第
六
十
八
号
。
次
項
に
お
い
て
「
整
理
法
』
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
罪
の
事
件
に
関
し
て
は

、
新
刑
蛎
訴
訟
規
則
第
百
七
十
七
条
．
第
百
七
十
八
条
第
一
噸
及
び
第
二
百
二
十
二
条
の
十
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
姻
に
当
た
る
事
件
は
そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
鍍
刑
に
当
た
る
事
件
と
、
有
期
の
態
役
又
は
禁
鋼
に
当
た
る

砺
件
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
事
件
に
係
る
罪
に
つ
い
て
定
め
た
刑
と
長
期
及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
に
当
た
る
事
件

と
み
な
す
。

３
刑
法
等
一
部
改
正
法
及
び
整
理
法
の
施
行
前
に
犯
し
た
莱
畑
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ

き
起
腓
を
さ
れ
た
者
は
、
堀
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
裁
判
官
の
報
刷
等
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
第
一
項
（
第
一
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
節
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め

ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
瞬
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

最
高
裁
判
所
長
官
今
崎
幸
産二

四

一
一
一
一
一

倫
考
表
中
の
［
］
の
紀
戦
は
注
記
で
あ
る
。

備
考
表
中
の
［
〕
の
配
載
は
注
記
で
あ
る
。

節
十
七
条
怯
飾
六
十
八
条
第
一
項
の
最
高
裁
判
所
の
定

め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

局

一

略
一

二
湖
銅
剰
燗
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

［
三
～
五
略
］

［
２
略
］

第
十
七
条
〔
同
上
］

［
一
同
上
］

二
鯛
割
瑚
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

［
三
～
五
同
上
］

［
２
同
上
〕



裁判所時報第1857号別添3

令
和
七
年
一
月
二
十
九
日

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所
砺
務
総
局
分
眼
規
程
及
び
最
高
哉
判
所
蛎
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
最
商
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
の
一
部
牧
正
）

鯖
一
条
最
高
裁
判
所
巾
務
総
周
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
節
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
郁
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
面
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
．
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

◎
最
高
裁
判
所
規
程
輔
一
号

最
高
哉
判
所
巾
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
戯
判
所
車
務
総
周
淳
職
制
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
⑨

こ
れ
を
加
え
る
。

を
つ
か
さ
ど
る
。

〔
五
略
］
｜
〔
血
同
上
］

〔
一
～
三
略
］
一
、
［
一
～
三
同
上
］

些
朗
一
号
及
Ｕ
節
二
号
〃

二
一

Ｈ
［
略
］

Ｈ
’
可
［
略
］

第
三
十
五
条
行
政
局
第
二
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
・

一
行
政
到
制
副
剴
矧
圃
制
『
に
関
す
る
法
規
に
関
す
る
事

項
二
制
謝
『
刺
蝿
嗣
則
幽
の
手
続
の
法
規
に
関
す
る
事
項

を
つ
か
さ
ど
る
。

［
一
・
二
略
〕

三
矧
矧
凱
剣
引
珂
醐
酬
劃
闇
圏
に
関
す
る
迭
規
に
関
す
る

事
項

叫
矧
酬
謝
河
測
刎
剥
剖
珂
刎
叫
潮
判
制
圃
『
制
剖
副
到
到

到
矧
副
詞
鋼
叫
知
制
副
切
濁
鯛
河
倒
測
制
剥
副
呵
潤
遡
制
副
制
河

剛
調
副
珂
の
手
続
の
規
則
の
制
定
に
閲
す
る
事
項

却
矧
酬
副
剥
列
珂
醐
酬
劉
倒
岡
に
関
す
る
事
件
に
関
す
る

刺
耐
可
ゴ
幽
閉
訓
型
圃
劃
棚
側
咽
『
制
刈
剃
醐
判
到
鯛
刎
１
Ｊ
１

句
制
副
詞
瑚
閑
剖
瑠
判
団
制
副
飼
到
馴
函
鯛
掴
劉
鯛
鋼
測
副
割
司

州
等
の
刊
行
に
関
す
る
事
項

川
矧
副
割
問
判
副
制
制
剰
珂
引
制
劉
判

汕
．
［
略
］

三
制
佃
図
刺
剛
剃
剛
閏
の
手
続
の
規
則
の
制
定
に
閲
す
る

事
項

四
行
政
到
制
副
叫
調
出
劉
回
に
関
す
る
事
件
に
関
す
る
刺

項
１
劃
叫
閑
訓
潤
圃
荊
醐
刺
制
呵
制
刻
副
到
判
針
耐
釧
Ⅵ
Ｊ
１

五
制
剖
副
判
判
の
資
料
等
の
刊
行
に
関
す
る
事
項

八
［
同
上
〕

刈
［
同
上
〕

鋪
三
十
五
条
［
同
上
］

割
，
畑
制
制
馴
画
瑚
規
湖
閑
●
鋼
釧
劉
剴
副
等
の
刊
行
に
関
す
る

事
項

［
新
股
］

匂
〔
同
上
］

［
新
股
］

叫
畑
制
副
劃
画
樹
口
剛
引
剖
制
副
詞
の
手
統
の
規
則
の
制

定
に
関
す
る
耶
項

刻
畑
制
副
劉
国
棡
に
関
す
る
事
件
に
関
す
る
覗
呵

〔
一
・
二
同
上
］

三
矧
醐
副
判
軍
闇
岡
に
関
す
る
法
規
に
関
す
る
事
項

関
す
る
事
項

三
制
釧
詞
判
州
刷
訓
司
ｌ
矧
剖
到
凶
闘
制
副
剥
剛
閏
刷
桐
副
列
国

観
測
『
の
手
続
の
規
則
の
制
定
に
関
す
る
事
項

四
行
政
１
鄙
ヨ
詞
圃
㈲
引
到
制
副
到
珂
に
関
す
る
事
件
に
関

す
る
刺
討
別

五
一
一 一

行
政
１
面
劃
到
回
側
副
司
Ⅶ
矧
酬
‘
に
関
す
る
怯
規
に
関

す
る
事
項

の
手
統
の
法
規
に

の
資
料
等
の
刊
行

三四

改
正
後

改
正
前



（
最
商
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
改
正
）

輔
二
条
最
高
裁
判
所
亭
務
総
局
等
職
制
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
最
商
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

》
（
》
６

次
の
麦
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

■■■■■■■■■■■■■■■

附
則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．

［
２
～
４
略
］
｜
［
２
～
４
同
上
］

哩
溺
純
尻
の
経
理
刷
営
紺
脚
（
以
下
一
営
樋

フ
．
）
に
、
耐
、
荊
胤
罰
則
及
び
閃
制
削
図
圃
を
画

最
高
裁
判
所
長
官
今
崎
幸
彦

六 五

備
考
表
中
の
［
］
の
記
較
は
注
記
で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
［
］
の
記
較
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。


